
生
ご
み
処
理
容
器
・
処
理
機

購
入
費
を
補
助
し
ま
す

　

家
庭
か
ら
出
る
生
ご
み
を
減
ら

す
こ
と
を
目
的
に
、
生
ご
み
処
理

容
器
・
処
理
機
の
購
入
費
の
一
部�

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
金
額

生
ご
み
処
理
容
器

購
入
価
格
の
２
分
の
１
（
上
限

３
千
円
）

生
ご
み
処
理
機

購
入
価
格
の
２
分
の
１
（
上
限

　犬の登録がまだの人や令和５年３月２日以降に予防注
射が済んでいない人は、都合のよい会場にお越しくださ
い。
　生後 91日以上の犬は、狂犬病予防法に基づき登録と
予防注射を受けることが義務付けられています。猟犬や
室内犬も必ず登録と狂犬病予防注射を受けてください。
※登録は犬の生涯に１回、予防注射は毎年１回です。

期日　　　６月 18日（日）
※大雨などの場合は、中止することがあります。
料金　　　新規登録　3,000 円／予防接種　3,350 円
※所有者や住所の変更、犬の死亡など
は必ず市環境課へ連絡してください。

問合せ　　市環境課環境衛生係
（☎２２－２１１１　内線２０７６）

場所 時間

大畑コミセン ９:20 ～９:50

東間コミセン 10:10 ～ 10:30

市役所（正面玄関付近） 10:50 ～ 11:30

中原コミセン 13:30 ～ 14:05

西瀬校区多目的運動広場 14:25 ～ 14:45

東西コミセン 15:05 ～ 15:35

所
有
地
の
適
正
な

管
理
を
お
願
い
し
ま
す

　

樹
木
や
雑
草
が
生
い
茂
る
季
節

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
ま
ま
放
置

す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ

り
、
近
隣
住
民
の
迷
惑
に
な
り
ま

蚊
や
ハ
エ
の
発
生
を

防
ぎ
ま
し
ょ
う

蚊
を
発
生
さ
せ
な
い
ポ
イ
ン
ト

　

発
生
源
で
あ
る
水
た
ま
り
を
な

く
す
こ
と
が
と
て
も
重
要
で
す
。

①�

道
路
の
側
溝
な
ど
は
、
定
期
的

に
清
掃
し
、
水
の
流
れ
を
良
く

す
る

②�

植
木
鉢
の
受
け
皿
、
放
置
さ
れ

た
空
き
缶
、
空
き
瓶
な
ど
を
片

付
け
る

ハ
エ
を
発
生
さ
せ
な
い
ポ
イ
ン
ト

　

餌
と
な
る
生
ご
み
な
ど
を
放
置

し
な
い
こ
と
が
必
要
で
す
。

①�

残
飯
や
動
物
の
死
体
な
ど
に
大

量
発
生
す
る
の
で
、
速
や
か
に

片
付
け
る

②�

犬
や
猫
の
ふ
ん
は
、
飼
い
主
が

責
任
を
も
っ
て
片
付
け
る

③�

ご
み
置
き
場
な
ど
は
、
き
れ
い

に
清
掃
し
清
潔
に
保
つ

問
合
せ　

市
環
境
課
環
境
衛
生
係

飲
用
井
戸
な
ど
は

衛
生
的
に
管
理
し
ま
し
ょ
う

　

地
下
水
や
表
流
水
、
湧
水
を
水

源
と
し
て
飲
用
に
利
用
す
る
施
設

（
飲
用
井
戸
な
ど
）
を
衛
生
的
に

使
用
す
る
た
め
に
は
、
日
頃
か
ら

適
正
な
管
理
が
必
要
で
す
。
汚
染

を
防
ぎ
、
健
康
を
守
る
た
め
に
も

次
の
こ
と
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

○�

水
源
の
周
辺
に
人
や
動
物
が
立

ち
入
ら
な
い
よ
う
に
、
柵
な
ど

を
設
け
る

○�

水
源
や
水
槽
な
ど
の
設
備
や
周

辺
を
定
期
的
に
清
掃
す
る

○�

設
備
や
給
水
管
な
ど
の
施
設
に

破
損
や
亀
裂
、
漏
水
が
な
い
か

な
ど
、
年
に
1
回
以
上
点
検
す

る
○�

年
に
１
回
専
門
機
関
で
水
質
検

査
を
す
る

○�

必
要
に
応
じ
て
塩
素
消
毒
を
す

る
問
合
せ　

市
環
境
課
環
境
衛
生
係

オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
を

見
か
け
た
ら
駆
除
し
ま
し
ょ
う

　

オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
は
、
繁
殖

力
が
強
く
在
来
の
野
草
の
生
育
場

所
を
奪
い
、
周
囲
の
環
境
を
一
変

さ
せ
て
し
ま
う
た
め
、
環
境
省
が

特
定
外
来
生
物
に
指
定
し
て
い
ま

す
。

　

き
れ
い
な
花
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
持
ち
帰
っ
て
庭
や
花
壇
に
植

え
た
り
、
生
き
た
ま
ま
移
動
・
保

管
し
た
り
す
る
行
為
は
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
を
見
か
け

た
ら
駆
除
し
ま
し
ょ
う
。
除
草
し

た
場
合
は
、
根
か
ら
抜
い
て
天
日

に
さ
ら
し
て
枯
ら
し
、
燃
え
る
ご

み
と
し
て
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
環
境
課
環
境
衛
生
係▲ オオキンケイギク

危
険
な
空
き
家
の

解
体
費
を
補
助
し
ま
す

　

市
民
の
安
全
・
安
心
と
生
活
環

境
の
保
全
・
改
善
を
図
る
た
め
、

老
朽
化
し
危
険
な
状
態
に
な
っ
た

空
き
家
な
ど
の
解
体
費
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
建
物

①�

市
内
の
空
き
家
で
約
１
年
以
上

使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
も

住
む
見
込
み
の
な
い
住
宅

②�

空
き
家
住
宅
の
う
ち
、
老
朽
化

し
危
険
な
状
態
（
倒
壊
や
外
壁

Ｐ
Ｍ
２
・
５
な
ど
の
情
報
を

パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
で
チ
ェ
ッ
ク

　

県
が
配
信
す
る
Ｐ
Ｍ
２
・
５（
微

小
粒
子
状
物
質
）
に
つ
い
て
の
注

意
喚
起
の
お
知
ら
せ
や
光
化
学
ス

モ
ッ
グ
注
意
報
を
携
帯
電
話
で
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
外
出

先
で
も
安
心
で
す
。

▲ 県の大気環
境の状況

材
・
屋
根
材
の
落
下
な
ど
の
危

険
性
が
あ
り
、
近
隣
・
道
路
な

ど
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
状

態
）

※
①
・
②
ど
ち
ら
も
当
て
は
ま
る

こ
と
が
条
件
で
す
。

補
助
金
額

対
象
工
事
費
の
５
分
の
２
（
上
限

30
万
円
）
※
先
着
順

※
令
和
５
年
度
の
募
集
は
５
件
程

度
で
す
。

受
付
・
問
合
せ　

市
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
課
自
治
支
援
係

　老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などが 10
年以上ある人が 65歳になったときに受けることが
できます。

年金を受けるのに必要な期間は？

　この額は 20 歳から 60 歳になるまでの 40 年間、
全ての保険料を納めた人の場合です。もし、40 年
の間に保険料を納めなかった期間などがあると、不
足する分だけ年金額が減額されます。

令和５年度の年金額

60 歳からの国民年金
　保険料を納めていないために老齢基礎年金の受給
資格を満たさない人や、満額の老齢基礎年金を受給
できない人は、60 歳以降でも 65 歳になるまで任
意加入することで、受給資格期間を満たしたり、年
金額を満額に近づけたりすることができます。65
歳以上 70歳未満の人は、受給資格期間を満たすま
で任意加入することができます。
65歳よりも前（後）からもらいたいのだけど？
　希望により、65 歳よりも前（繰り上げ請求）や
後（繰り下げ請求）からもらうことができます。年
金額は繰り上げると減額、繰り下げると増額されま
す。
繰り上げ請求にはいくつかの制限があります。
○ 65歳になっても減額率はそのままです
○�遺族厚生年金を受けている人は、65 歳になるま
でどちらか一方の年金を選択することになります
○�寡婦年金を受けている人は、その受給権がなくな
ります
○�繰り上げ請求をすると、障害基礎年金の請求はで
きなくなります

65 歳よりも前（後）からもらいたいのだけど？

繰り上げ請求にはいくつかの制限があります

問合せ　八代年金事務所
　　　　（☎０９６５－３５－６１２３）
　　　　市市民課国保年金係
　　　　（☎２２－２１１１　内線１０２３）

60 歳からの国民年金

67歳以下の新規裁定者 68歳以上の既裁定者

79万5,000円
（月額66,250円）

79万2,600円
（月額66,050円）

問合せ

❶保険料を納めた期間
❷厚生年金や共済組合に加入した期間
❸第３号被保険者であった期間
❹保険料の免除（全額 ･ 一部）を受けた期間
❺任意加入できる人が加入しなかった期間など

❶～❺の期間を合わせて 10 年以上必要

※ 一部免除を受けた期間で残りの保険料を納付しな
かった期間は除かれます。

す
。

○
害
虫
が
発
生
す
る

○
ご
み
が
捨
て
ら
れ
や
す
く
な
る

○
通
行
の
妨
げ
に
な
る

○
野
生
動
物
の
す
み
か
に
な
る

　

所
有
敷
地
内
の
樹
木
や
雑
草

は
、
剪せ

ん
て
い定
や
除
草
な
ど
の
適
正
管

理
に
努
め
、
環
境
美
化
へ
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

市
環
境
課
環
境
衛
生
係

登
録
方
法

　

携
帯
電
話
か
ら
、
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス[sky@

123123.tv]

に
空

メ
ー
ル
を
送
信
し
、
返
信
さ
れ
た

メ
ー
ル
の
案
内
に
従
っ
て
登
録
し

て
く
だ
さ
い
。

※
右
記
ア
ド
レ
ス
か
ら
の
メ
ー
ル

が
受
信
で
き
る
よ
う
事
前
設
定

（
ド
メ
イ
ン
指
定
）
し
て
お
く
こ

と
が
必
要
で
す
。

　

県
内
の
大
気
環
境
の
状
況
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま

す
。

問
合
せ　

県
環
境
保
全
課
（
☎

０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
２
６
９
）、

市
環
境
課
環
境
衛
生
係

３
万
円
）

申
請
方
法

　

市
環
境
課
（
市
役
所
２
階
２
‐

９
番
窓
口
）
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

内
に
あ
る
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
年
度
予
算
が
な
く
な
り
次
第
受

け
付
け
を
終
了
し
ま
す
。

問
合
せ　

市
環
境
課
廃
棄
物
対
策

係

期日

料金

問合せ

23 22HITOYOSHI　2023.06.01 広報ひとよし　６月号


